
に生じる困りごとを聞き、地域や
家庭、社会において自立した生活
が送れるように、社会的、心理的
問題解決の調整、手助けを行う職
種である。ほとんどのMSWは社
会福祉士の国家資格を有しており、

専門知識のもと行政との連携、経
済的な救済、在宅介護への橋渡し
など、さまざまな業務を行ってい
る。病院勤務医の認識からすると
MSWの役割は病院から外への調
整といった一方通行的なものと思わ
れがちであるが、最近は介護保険

　日本も本格的な超高齢社会を迎
え、もはや介護との連携なくして医
療は成立しない時代になったと言
えよう。そこで今回は、医療と介護
の橋渡しをする職種について考えて
みたい。
　私の研修医時代には、担当入院
患者が医学的には退院できる状態
になっても、さまざまな事情により
自宅へ帰ることがままならない場
合、医師自らが知り合いの病院に
連絡を取って、転院受け入れの可
否を確認することが日常業務の一
つであった。もちろん大学の授業
でそのノウハウを教えてくれるわけ
でもないので、四苦八苦しながら
転院先を探したものである。
　今は主だった病院では医療ソー
シャルワーカー（MSW）が配置さ
れている。MSWは患者が療養中

を受けている患者が病院に入院し
た際には、ケアマネジャー、ヘル
パーなどの在宅介護従事者が病院
に出向き、病院の医師、看護師な
どに情報を提供して、在宅での介
護方法を病院看護に取り入れる際

の橋渡しも行っていると聞く。近年
の核家族化、増加する老々介護の
もとでは、患者の実際の生活状況
を医療機関側が詳細に把握するこ
とは極めて困難であり、病院が適
切な医療、看護を提供するにあた
り大きな障壁になっている。このよ

うに医療から介護のみならず、介
護から医療への橋渡しにおいても
MSWの果たす役割は大きい。
　一方、診療所においてはMSW
を置いている医療機関はまだ少な
く、外来診療、在宅医療の場にお
いてMSW的な役割を担っている
のがケアマネジャー（ケアマネ:介
護支援専門員）である。MSWの
中心である社会福祉士は国家資
格であるが、ケアマネは都道府県
単位での認定資格であり、その職
種、役回りも千差万別である。最
近はケアマネが常駐するコンビニも
あり、利用者にとっては相談の窓口
のハードルが下がったことは喜ばし
いことかもしれない。今後はケアマ
ネにも医療との垣根を低くして、双
方向的な橋渡しができることを期待
したい。

茨城県保険医協会　副会長　 高橋　秀夫

論壇 医療・介護
　　双方の橋渡し

本紙前号で報道したように、昨年
12月14日、本会も含めた関東信越
の各保険医協会・保険医会は関東
信越厚生局（本局）との懇談を行っ
た。7月に提出していた改善要請書
への回答と、当日行われた意見交
換についてあわせて紹介する。
　懇談の冒頭、埼玉県保険医協会・
青山副理事長より、法令順守の観
点で個別指導が行われるよう、信
頼関係を醸成しながら、今日は実
りある懇談にしたいとの挨拶がな

協）持参するカルテの期間は2カ月
分、最長でも直近1年とすること。
厚）持参物については「指導大綱
関係実施要領」（1996.3.29 付保
険局医療課医療指導監査室長）に
基づき通知が出ており、都道府県
個別指導は当通知に準じている。
協）日計表等、指導で必要ないも
のは持参物から削除すること。
厚）上述の通知で共同指導の例に
準じてお願いしている。（2014.9.25
付通知により）都道府県歯科の個
別指導の持参物は保険医療機関に
おいて日計表等を「作成・保存」し
ている場合に持参をお願いすると
なっている。通知の通り、「作成・
保存」がない場合には新たに作成
する等の対応は不要で、各事務所
には説明、相談してもらうようして
いる。
協）指導対象は 2カ月なのに、非
常に長い期間のカルテ持参を求め
られる。指導の場では直近のカル
テは見るが、古い時期のものはほ

とんど見ない。非常に労力を要す
るのでせめて最長で1年にしてもら
いたい。日計表や領収証はほとん
ど見られていない。通知がきてか

らの準備では時間が限られている
し、不備があると中断になる。被
指導医が厚生局に連絡して交渉す
るのは心情的に難しい。予め直近

県の歯科の実施通知は、2015 年
度版では持参物毎に「作成・保存
していない場合は持参する必要は
ない」と記載されていたが、2016
年度版では記載が削除された。「作
成・保存していない場合は持参す
る必要はない」という取り扱いは
現在も有効と考えるが、実施通知
からもできれば削除せず、この取り
扱いが現在も有効であると各事務
所に周知してもらいたい。
厚）そもそも実施通知は特定共同
指導の実施要領に準じている。1
つ1つの項目に「必要ない」と記載
する方法もありかもしれないが、一
括して最後にその趣旨を入れる方法
もあると思う。表記の仕方は各都
県の判断。
　歯科通知に基づいた対応の遵守
を周知することは必要と考えている。

された。厚生局医療課・河西課長
からは、医療保険制度の発展は国
民の願いであること、保険医療の
維持・発展が国民からみてどうか
という視点でも考えていく必要があ
る、とのコメントがなされた。
※下線部は事前提出の要請書に記
載した質問と、それに対する回
答。下線なしは要請書にはない
追加の質問・意見交換（以下、協 :
協会側発言、厚 : 厚生局側発言）

1年にしてもらうと負担が減る。
厚）「特定共同指導等に係る取扱い
について」（2016 年 3月22日付、
以下『特定共同指導通知』）、「都
道府県歯科個別指導における持参
物について」（2014 年 9月25日付、
以下『歯科通知』）により若干の変
更があるが、この通知に基づいて
持参物はお願いしている。
協）管内でも各都県によっては持参
物が減って改善しているところもあ
れば、増えているところもあり足並
みが揃っていない。各都県の事務
所に指導してほしい。
「医療指導監査業務等実施要
領」（以下『実施通知』）によると、
レセプトは「可能な限り指導月に近
い時期のものを選定する」とある。
実質的には一年以上も前のカルテ
等は不要ではないか。また、ある

個別指導の
改善を求めて

関東信越１１保険医協会・保険医会と関東信越厚生局との懇談

協）電子カルテ等の持ち込みで医
療機関に負担をかけないこと。
厚）レントゲン画像など電子媒体で
保存している場合は前述の歯科通

知で、USBメモリ等の持参も可能
となった。当該媒体の確認を要す
ることも含めて、事前に各事務所に
説明してもらうようにしている。

協）県単位では閲覧の設備を持参
せよとの記載があるところもある。
ノートPCなら持参可能だが、デス
クトップなどの場合持っていくのは
事実上不可能に近い。指導を受け
る側も行う側も、無理のない持参
物の記載に今後改められないか。
厚）持参物は特定共同指導通知に
準じて行っている。指導では汎用タ
イプのノートPCなど連絡なく持参
するケースも考えられる。画像デー
タは対応できるかもしれないが、カ
ルテは汎用タイプのPCでは展開
できない可能性があり、専用のシス
テムを持参してもらう必要があるか
と思う。汎用タイプのPCは備える
ことも検討したい。
協）東京では複数台用意しろとい
われたという報告がある。PCは
1台あれば回転して見ればよいの
では。
厚）2 台ないとダメということでは
ない。

厚生局の河西医療課長（右）に指導改善の要請書を手渡す

作成・保存していない日計表等は
持参しなくても良い（歯科個別指導）

電子カルテ持込みに対応した
汎用ＰＣを検討したい




